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デジタル放送受信機の普及状況

ＢＳデジタル放送の
受信可能件数

地上デジタル放送受信機の出荷台数

３１４３万台（前月比＋８５万台） ３４３２万件

３２８３万台（前月比＋８３万台）

１４９万世帯

※２００８年１月末、ＮＨＫ調べ（速報値）

①

②

③
④

⑤

⑥

ＣＲＴテレビ １８６万台 （ － ）

ＰＤＰ、液晶テレビ １８９９万台 （＋４７）

デジタルチューナー
（チューナー内蔵録画機含む）

６９１万台 （＋２４）

ケーブルテレビ用ＳＴＢ ５０７万台 （＋１２）

① ＣＲＴテレビ ７２万台 （ － ）

② 液晶テレビ １５８８万台 （＋４３）

③ ＰＤＰテレビ ２６２万台 （＋ ４）

④ チューナー ４３万台 （＋ １）

⑤ デジタルレコーダ ５７０万台 （＋２１）

⑥ ＰＣ ９８万台 （＋ ４）

⑦ ケーブルテレビ用ＳＴＢ ５１０万台 （＋１２）

ＢＳデジタル放送受信機の普及数

ケーブルテレビでの視聴世帯
（アナログに変換して視聴）

※ＰＣ及び２００４年のＳＴＢは四半期ごとの統計値

ワンセグ対応携帯電話の出荷台数

⑦

※２００８年１月末、ＪＥＩＴＡ調べ

２０４７万台（前月比＋２６４万台）

※２００８年１月末、ＪＥＩＴＡ、日本ケーブルラボ調べ

【参考】

車載用地上デジタル放送受信機の出荷台数

１０９万台（前月比＋６万台）

※２００７年１２月末、ＪＥＩＴＡ調べ
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月ＢＳアナログ受信機 ＢＳデジタル受信機

※ ＢＳアナログは、ビデオ・レコーダー含まず
※ 2007年度データは2007年12月末

衛星放送の普及状況の変化

衛星放送を受信可能な受信機の普及状況は、どのように変化してきているか。
また、今後の見通しはどうか。

衛星放送を受信可能な受信機の台数は、年々増加

ＢＳアナログ受信機は４０００万台超

ＢＳデジタル受信機は急激に
伸びており、３０００万台を突破

衛星放送受信機の出荷台数の推移

（JEITA調べ） （JEITA・NHK調べ）

（単位：万台・累計）

（第９回会合資料５（ＮＨＫ提出資料））
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衛星放送の受信環境の変化

出典：「ＮＨＫ受信実態調査」
（ＮＨＫが受信契約世帯を対象に行っている調査）

＜調査概要（２００７年）＞
調査期間：２００７年７月
調査方法：事前に調査票を郵送のうえ、ＮＨＫ職員等の訪問による
面接・宅内調査
調査対象：受信契約世帯４５００世帯（無作為２段階抽出法）
調査有効数（率）：３０３４世帯（６７．４％）

衛星放送の締結者の受信環境はどのように変化しているか（パラボラアンテナの自己設
置、共聴施設による共同受信、ＣＡＴＶによる共同受信等）。

パラボラアンテナによる個別受
信が減少し、都市型ＣＡＴＶによ
る受信が増加

共同受信施設による受信が個
別受信を超える

（第９回会合資料５（ＮＨＫ提出資料））
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衛星受信料体系

についての検討

○ 従前は地上契約を締結していた者であって、住環境の変化等の外部環境の変化によ

り、いわば自動的に受信規約上の「衛星放送を受信できる受信機を設置した者」に形式

的に分類された者が、外部環境の変化後においても衛星放送を受信していないという受

信実態に変化がない場合、衛星契約ではなく、地上契約を継続することができるよう受

信規約の改正等の適切な措置が講じられるべき。

○ ただし、受信料は視聴の有無に関わらず国民が公共放送たるＮＨＫの業務の維持運営

のための経費を負担するものであり、この原則が維持されるよう、措置を不正に利用して、

衛星契約への移行を免れようとする者（フリーライダー）の防止など実効性が十分に確保

されるための手続上の工夫が必要であり、こうした手続については、今後、契約実務を担

うＮＨＫにおいて実施可能な具体策が検討されるべき。

「３ 衛星受信料体系の課題」関連

第一次報告書の概要

第一次報告書の概要 （「衛星受信料体系の課題」関連） （第８回会合資料３（事務局提出資料））
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受信料体系及び受信料額 （月額） の推移

年月 変 更 事 項 ラジオ
テレビ

カラー 普通 衛星カラー 衛星普通 特別契約

26.4 
28.2 

29.4 
34.4 
37.4 

43.4 

51.6 
55.5 
59.4 

H. 1.4 

1.8 

2.4 

9.4 

19.10

テレビ放送の開始によりテレビとラジオの２本立て料金に
・ラジオ放送の受信契約
・テレビ放送の受信契約

（ラジオは３ケ月で２００円）

契約甲と契約乙の受信料体系に組み替え
・契約甲：全ての放送の受信契約
・契約乙：ラジオ放送のみの受信契約

カラー契約と普通契約の体系に組み替え、ラジオ受信料
（契約乙）の廃止

・カラー契約：カラーテレビジョン放送の受信契約(地上系)
・普通契約：白黒テレビジョン放送の受信契約(地上系)

訪問集金、口座振替、継続振込による受信料支払い
・訪問集金：集金取扱者への支払い
・口座振替：預金口座等からの自動振替による支払い
・継続振込：金融機関等における継続払込みによる支払い

消費税導入

衛星放送の導入により５類系の契約体系に
・カラー契約 ：地上系のカラーテレビ受信契約
・普通契約 ：地上系の白黒テレビ受信契約
・衛星カラー契約：衛星系及び地上系のカラーテレビ受信契約
・衛星普通契約：衛星系及び地上系の白黒テレビ受信契約
・特別契約 ：難視聴地域又は営業用移動体における衛星契約

消費税率引き上げ及び地方消費税導入

カラー契約と普通契約の統合により３類系に組み替え
・地上契約 ：地上系のテレビ受信契約
・衛星契約 ：衛星系及び地上系のテレビ受信契約
・特別契約 ：難視聴地域又は営業用移動体における衛星契約

50
50

67
85

契約乙
50

廃止 465

710 
880

1,040
(990)

1,070
(1,020)

1,370
(1,320)

1,395
(1,345)

地上契約
1,395

(1,345)

200

300

契約甲
330

315

420
520
680

(630)

700
(650)

890
(840)
905

(855)

2,000
(1,950)

2,300
(2,250)

2,340
(2,290)

衛星契約
2,340

(2,290)

1,630
(1,580)

1,820
(1,770)

1,850
(1,800)

1,040
(990)

1,055
(1,005)

注）受信料額のうち、（ ）内は継続振込、口座振替の料金

（単位：円）

平成元年、ＮＨＫによる衛星放送が開始され、受信料体系に衛星契約が追加。

いわゆる衛星付加受信料（９４５円）は、衛星契約の導入当初から同額で推移。
※ 消費税率の引き上げによる変更あり（平成９年：９３０円→９４５円）。
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ＮＨＫの衛星放送関係収支の推移

１ 衛星放送に係る収入

２ 衛星放送に係る経費
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累積差額

３ 衛星放送に係る収支差額

71 189

320
461

559
638

708 800
885 953 1,014 1,066

1,119 1,161 1,197 1,224 1,193

328 380 406
471

543
656 730

844 896
964

1,051

1,239 1,254 1,208 1,219 1,182

293

-221

-360
-421

-366

-278

-183
-132 -62 -21

37
87 102

-18 -111 -122 -116 -106

億円

億円

億円

年度

年度

年度

1,234

1,213

-85

（第８回会合資料２（事務局提出資料））
※一部加筆

※ ２００７年度予算では３４億円、２００８年度予算では３５億円の
収支改善が見込まれている。
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衛星契約数（有料）の推移

衛星付加料金制度は、順調に推移

衛星受信料についての課題

衛星受信料について、どのような問題意識を持っているか。

２００６年度末
１２８４万件

２００７年度末見込み
１３２４万件

１９８９年度末
１２０万件

２００８年度計画
１３６９万件

（年度）

（単位：万件）

（本放送開始、付加受信料設定）

（第９回会合資料５（ＮＨＫ提出資料））



「メッセージ機能の活用の強化」の例

契約の有無を
照合

メッセージ
消去

消去連絡

設置３０日後に
受信確認メッセージ

表示
（例：領域拡大や
設置後即時表示）

衛星契約
あり

衛星契約
なし

契約勧奨

衛星契約化

衛星未契約者、未収者には
メッセージを再表示

※朱色の丸囲み部分は、現行のものに加えた新たな施策

衛星未契約

一部未収化

【表示方法】
メッセージ表示：受信機設置３０日後から表示
表示サイズ ：テレビ画面の１／９程度

文字サイズ１８文字×５行程度
表示位置 ：テレビ画面の左下隅
表示頻度 ：２５分×１回 （9:00～21:45)

【再表示】
以下の理由により該当事実を確認できない場合
・連絡を受けた事項の内容が事実に相違する場合
・連絡後、受信機に使用するＩＣカードのID番号を変更した場合

（第１０回会合資料４（NHK説明資料））
※事務局において一部加筆

※災害時等にはメッセージを消去 8
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受信確認メッセージの表示方法の推移

表示面積 表示時期 表示位置 表示時間帯 表示時間 表示内容

平成１３年１月

画面の
１／９程度

受信機設置の
３０日後から

画面左下

９時～２１時５０分

１５分×１回

ＮＨＫへＢＳ受信機設置のご連絡を
お願いします。お電話でこの表示
はすぐに消えます。フリーコール
は０１２０－９３３９３３です

平成１３年１２月
ＮＨＫへＢＳ受信機設置のご連絡を
お願いします。お電話でこの表示
はすぐに消えます。フリーダイヤ
ルは０１２０－９３３９３３です平成１４年４月

１５分×２回
（間隔３分）

平成１４年５月

２５分×２回
（間隔３分）

平成１４年１２月

ＮＨＫでは皆様にＢＳデジタル設置のご連
絡をお願いしています フリーダイヤル
０１２０－９３３９３３にお電話下さい
電話での手続きでこの表示は消えます

平成１６年７月
ＮＨＫでは皆様にＢＳデジタル設置のご連
絡をお願いしています フリーダイヤル
０１２０－９３３９３３にご住所、
お名前、Ｂ－ＣＡＳカード番号、などを
お伝え頂ければ、この表示は消えます平成１６年１１月

９時～２２時２０分

常時表示
平成１７年４月

ＮＨＫでは受信料公平負担のため、衛星
契約済の方も含めＢＳ設置連絡をお願いし
ています 電話０１２０－９３３９３３
にＢ－ＣＡＳカード番号、名前、住所等
をお伝え頂ければ、この表示は消えます平成１８年３月

９時～２１時４５分

平成１８年６月 ２５分×１回

ＮＨＫではＢＳ設置のご連絡をお願いして
います。リモコンの青ボタンを長く押す
と詳しくご案内します。ＢＳhiで案内が表
示されない場合はBS１でお試しください。
お問合せ 電話０１２０－９３３９３３
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受信確認メッセージに関する過去の整理

「ＣＡＳ機能を活用したＮＨＫの自動表示メッセージ（意見募集）」（平成１１年１２月１日郵政省報道発表）

４ 郵政省として整理した考え方

郵政省としては、前記の各視点から検討した結果を下記表のとおり整理し、受信料の公平負担の一層の徹底を図る観

点から、ＮＨＫが当該ＣＡＳ機能を活用した限定受信メッセージ・システムを導入することは「適当」と考える。

視点 考え方（郵政省としての現在の整理）

① 公共放送であるＮＨＫ
にふさわしいものか

だれでも手軽かつ容易に視聴できるというＮＨＫの放送の基本的性質に変化は生じない。

ア）メッセージの表示について、表示面積、表示位置、表示時間等が工夫されており、テレビ画面や字幕・テロップが全く
見えなくなるスクランブル放送のような運用ではないこと。

また、表示方式については、今後、視聴者の意向を踏まえ、絶えず見直す用意があること。
イ）連絡があれば速やかに表示を消去することとしていること。
ウ）ＮＨＫへの連絡方法についても、電話の他、はがき、ＦＡＸ等が確保されており、手段が容易であること。

② 受信料の公平負担の
考え方や受信料の在
り方として適当なもの
か

・・・受信契約率の向上等による公平負担の一層の徹底は望ましいこと。

受信料の支払の有無にかかわらず、連絡があった場合には、一律に表示を消去することから、未払者への支払い強制
になるものではないこと。
あくまで、契約の前提となる受信機の設置を確認するための措置であり、現行の放送法の考え方（「受信機を設置した

者は契約をしなければならない。」）の範囲内にあると言える。

③ 受信者に対して、手続
きの面で過度の負担を
強いるものでないか

受信者に対して、手続き面で過度の負担を強いるものではない。

④ ＢＳデジタル放送の普
及に対して障害となら
ないか

アナログ受信機からデジタル受信機に機種変更する際に、新たにＮＨＫに連絡する必要が生じるが、・・・、手続面で
過度の負担となるものではなく、デジタル放送の普及の支障になることもないと考えられる。

・・・ＣＡＳ機能を受信機に装備してもデジタル放送受信用アダプター等の価格にもほとんど影響を与えない範囲に収
まると思われることから、受信機の購入等の点においても、普及の障害とならないと思われること。

⑤ 受信契約の契約化の
点で有効か

・・・本メッセージの利用により受信契約率が向上すると推測されること。
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諸外国における衛星放送と受信料

英 国 フランス ドイツ 韓 国 （参考） 日 本

公共放送の提供機関
ＢＢＣ

（英国放送協会）

ＦＴ
（フランステレビジョン）

ＡＲＤ
（ドイツ公共放送連盟）

ＫＢＳ
（韓国放送公社）

ＮＨＫ
（日本放送協会）

受信料年額
32,520円

（地上・衛星一本化料金）

18,560円
（地上・衛星一本化料金）

基本料金（ラジオ）：10,600円

テレビ料金：22,100円
（地上・衛星一本化料金）

3,900円
（地上・衛星一本化料金）

地上契約：16,140円

衛星契約：27,480円
（うち衛星付加料金分は、11,340円）

徴収単位
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

事業所 敷地 台数 台数 台数 設置場所（部屋）

衛星保有チャンネル数
６チャンネル

（地上：６チャンネル）

４チャンネル
（地上：４チャンネル）

４チャンネル
（地上：４チャンネル）

２チャンネル
（地上：２チャンネル）

３チャンネル
（地上：２チャンネル）

衛星放送の番組編成 地上波のサイマル放送 地上波のサイマル放送 地上波のサイマル放送 地上波のサイマル放送 個別編成

衛星放送の提供方法 ノンスクランブル ノンスクランブル ノンスクランブル ノンスクランブル ノンスクランブル

総収入 1兆1,117億円 100% 4,565億円 100% 1兆1億円 100% 1,736億円 100% 6,756億円 100%

受信料 7,783億円 70.0% 2,935億円 64.3% 8,366億円 83.7% 690億円 39.7% 6,645億円 98.4%

広告 － 0% 1,334億円 29.2% 234億円 2.3% 868億円 50.0% － 0%

有料放送料金 － 0% － 0% － 0% － 0% － 0%

政府交付金 574億円 5.2% － 0% － 0% 11億円 0.6% 23億円 0.3%

その他 2,760億円 24.8% 296億円 6.5% 1,408億円 14.1% 168億円 9.7% 89億円 1.3%

（第８回会合資料２（事務局提出資料））
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地上受信料と衛星受信料を一本化した場合の加重平均額の算出方法

地上受信料と衛星受信料を一本化した場合の加重平均額の算出方法

地上と衛星の契約を一本化した場合の料額（加重平均額）は、単純には受信料収入の総額
を受信契約総数で除して算出できます。

１８年度決算額： ６６４４億 ÷ ３６１８万 ≒ １８，３６３円（年額）
１，５３０円（月額）

これは単純な平均額で、この中には、半額免除や口座割引等の減額措置が含まれてい
ます。
したがって、一般的な受信料の基本料額は、１，６００円程度になると試算していま
す。
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営利禁止規定（放送法第９条第４項）について

昭和６３年４月１４日 衆議院逓信委員会会議録

○成川政府委員 我が国の放送界はＮＨＫと民放の併存体制で今日まで発展しております。ＮＨＫは、御承知
のとおり国民全体に基盤を置きます公共放送でございまして、受信料という特殊な負担金によりまして経営
が成り立っているわけでございます。一方民放の方は、自由濶達な私企業として、コマーシャルといいます
か広告料、広告を主体として経営が成り立っているところでございまして、おのおのその特徴を発揮して今
日までこのように発展してまいったというふうに考えております。ＮＨＫに営利目的を禁じておりますのは、こ
うした併存体制の趣旨から、ＮＨＫが私企業と同様の利益を上げることを目的として業務を行うということは
この趣旨にもとるのじゃないかというようなことでこのような規定があるわけでございます。

ただ、一方今度の改正によりまして、いろいろなノーハウあるいは蓄積されたものを国民に還元すると同時
に、副次収入を得るというような改正案を提出させていただいておりますが、ＮＨＫが行う業務でも、特定の
者のみの利益となる場合にはその者から適正な対価をいただくということは、他の受信者との公平という観
点からも許されることじゃないか、このことは直接、営利目的の禁止に反するものじゃないというふうに考えて
おります。

○放送法
（業務）

第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。

イ・ロ （略）

ハ テレビジョン放送

二 テレビジョン放送による委託放送業務（受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委

託国内放送業務」という。）を行うこと。

三～五 （略）

２ 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

一～八 （略）

３ 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。

一・二 （略）

４ 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。

５～11 （略）
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衛星契約に係る契約率の推移

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

13.3末 14.3末 15.3末 16.3末 17.3末 18.3末 19.3末

全ての契約の契約率

衛星契約の契約率

項 目 単位 13.3末 14.3末 15.3末 16.3末 17.3末 18.3末 19.3末

全ての

契約

①契約対象件数（母数）（Ａ） 万 4,476 4,518 4,563 4,605 4,646 4,678 4,704

②受信契約数（実績）（Ｂ） 万 3,615 3,652 3,675 3,690 3,662 3,618 3,618

③契約率（Ｃ＝Ｂ／Ａ） ％ 80.8 80.8 80.5 80.1 78.8 77.3 76.9

衛
星
契
約

④衛星普及率（Ｄ） ％ 30.8 32.0 33.2 34.3 35.4 36.7 38.3

⑤衛星契約対象件数（母数）（Ｅ＝Ａ・Ｄ） 万 1,379 1,444 1,513 1,579 1,644 1,716 1,801

⑥衛星契約数（実績）（Ｆ） 万 1,057 1,111 1,152 1,194 1,229 1,247 1,284

⑦衛星契約率（Ｇ＝Ｆ／Ｅ） ％ 76.7 76.9 76.1 75.6 74.7 72.7 71.3

※①、⑤はＮＨＫの推計値。②、⑥は有料契約数。③、⑦はこれら推計値に基づく計算値。⑤はＮＨＫ調査結果による。「地上契約」とは、「普通契約」及び「カラー契約」の合計。「特別契約」は考慮していない。
④は、世帯インデックス調査（耐久消費財所有実態調査）に基づくもの。

衛星契約に係る契約率は、全ての契約の契約率に比べ、４～５ポイント低い割合で推移。

（第８回会合資料２（事務局提出資料））
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